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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント端末からリクエストを受付可能なサーバであって、
　所定のポート番号による前記サーバとは異なる所定のホストサーバへのアクセスの可否
を確認する確認処理を前記クライアント端末に実行させるためのスクリプトを含む記述フ
ァイルを記憶する記憶部と、
　前記リクエストに基づいて、前記記憶部に記憶された記述ファイルを前記クライアント
端末に送信する手段と、
を備える、サーバ。
【請求項２】
　前記記述ファイルは、複数のポート番号による前記ホストサーバへのテストアクセスを
前記クライアント端末に実行させるためのスクリプトを含む、
請求項１に記載のサーバ。
【請求項３】
　前記記述ファイルは、前記複数のポート番号の全てのポート番号による前記ホストサー
バへのアクセスがプロキシサーバを経由しない第１ルートのテストアクセスを前記クライ
アント端末に実行させるための第１スクリプトと、前記複数のポート番号の少なくとも１
つから前記ホストサーバへのアクセスが前記プロキシサーバを経由する第２ルートのテス
トアクセスを前記クライアント端末に実行させるための第２スクリプトとを含む、
請求項２に記載のサーバ。
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【請求項４】
　前記記述ファイルは、前記ポート番号による複数のホストサーバへのテストアクセスを
前記クライアント端末に実行させるためのスクリプトを含む、
請求項１～３の何れかに記載のサーバ。
【請求項５】
　前記記述ファイルは、ユーザによって指定されたポート番号により、前記ユーザによっ
て指定されたホストサーバへの第３ルートのテストアクセスを前記クライアント端末に実
行させるための第３スクリプトを含む、
請求項１～４の何れかに記載のサーバ。
【請求項６】
　前記ホストサーバは、インターネットに接続されており、
　前記クライアント端末は、イントラネットに接続されており、
　前記イントラネットには、ファイアウォールが設けられている、
請求項１～５の何れかに記載のサーバ。
【請求項７】
　請求項１～６の何れかに記載のサーバにアクセス可能なクライアント端末であって、
　前記記述ファイルを前記サーバから取得する手段と、
　取得した記述ファイルに基づいて、前記確認処理を実行する手段と、
　前記確認処理の結果を表示する表示部と、を備える、
クライアント端末。
【請求項８】
　請求項３に記載のサーバにアクセス可能なクライアント端末であって、
　前記記述ファイルを前記サーバから取得する手段と、
　取得した記述ファイルに含まれる前記第１スクリプト、及び、前記第２スクリプトのう
ち、ユーザによって指定された少なくとも１つのスクリプトに基づいて、前記テストアク
セスを実行する手段と、
　前記テストアクセスの結果を表示する表示部と、を備える、
クライアント端末。
【請求項９】
　請求項１～６の何れかに記載のサーバと、クライアント端末と、を備える情報処理シス
テムであって、
　前記クライアント端末は、前記サーバにリクエストを送信し、
　前記サーバは、前記リクエストに基づいて、前記記憶部に記憶された記述ファイルを前
記クライアント端末に送信し、
　前記クライアント端末は、前記サーバから取得した記述ファイルに基づいて、前記確認
処理を実行し、
　前記クライアント端末は、前記確認処理の結果を表示する、
情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーバ、情報処理システム、及び、クライアント端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネット上のホストサーバを利用して、ユーザが購入した製品（例えば、
プリンタ）のサポートサービスを提供する方法が知られている。
【０００３】
　クライアント端末がイントラネットに接続されている場合、ネットワーク環境によって
は、クライアント端末からホストサーバへアクセスできない場合がある。特に、イントラ
ネットにファイアウォールが設定されている場合、クライアント端末からホストサーバへ
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のアクセスが許可されない場合がある。したがって、サポートサービスを提供する提供者
は、ユーザのクライアント端末からホストサーバへのアクセスの可否を確認する必要があ
る。
【０００４】
　従来、クライアント端末のＯＳ（Operating System）の機能（例えば、Ｔｅｌｎｅｔ）
を利用して、クライアント端末からインターネット上のホストサーバに対するアクセスの
可否を確認する方法が知られている（特開２０１０－１２４３５７号公報を参照）。
【０００５】
　また、ウェブサーバの機能を利用して、ホストサーバに対するアクセスの可否を確認す
る方法も知られている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特開２０１０－１２４３５７号公報の方法では、専用コマンドを入力す
る必要がある。したがって、技術知識が少ないユーザにとっては、特開２０１０－１２４
３５７号公報の方法の実施は困難である。
【０００７】
　ウェブサーバからホストサーバに対するアクセスの可否を確認する方法では、クライア
ント端末からホストサーバに対するアクセスの可否を確認することはできない。したがっ
て、ウェブサーバからホストサーバへのアクセスに成功したとしても、クライアント端末
からホストサーバへのアクセスに失敗する場合がある。つまり、ウェブサーバからホスト
サーバに対するアクセスに成功したとしても、クライアント端末からホストサーバへのア
クセスの成功が保証されるわけではない。
【０００８】
　上記のとおり、従来、クライアント端末からホストサーバへのアクセスの可否の確認は
困難である。
【０００９】
　本発明の目的は、クライアント端末からホストサーバへのアクセスの可否の確認を容易
化することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様は、
　クライアント端末からリクエストを受付可能なサーバであって、
　所定のポート番号による前記サーバとは異なる所定のホストサーバへのアクセスの可否
を確認する確認処理を前記クライアント端末に実行させるためのスクリプトを含む記述フ
ァイルを記憶する記憶部と、
　前記リクエストに基づいて、前記記憶部に記憶された記述ファイルを前記クライアント
端末に送信する手段と、
を備える、サーバである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、クライアント端末からホストサーバへのアクセスの可否の確認を容易
化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態の情報処理システムのシステム構成図。
【図２】本実施形態のクライアント端末及びサーバの構成を示す図。
【図３】本実施形態の記述ファイルの概略図。
【図４】本実施形態の通信ルートの概略図。
【図５】本実施形態の情報処理において表示される画面例を示す図。
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【図６】本実施形態の情報処理において表示される画面例を示す図。
【図７】本実施形態の情報処理において表示される画面例を示す図。
【図８】本実施形態の情報処理において表示される画面例を示す図。
【図９】本実施形態の確認処理のシーケンス図。
【図１０】本実施形態の第１ルートの確認のシーケンス図。
【図１１】本実施形態の第２ルートの確認のシーケンス図。
【図１２】本実施形態の第３ルートの確認のシーケンス図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　（１）情報処理システムの構成（図１）
　本実施形態の情報処理システムの構成について説明する。図１は、本実施形態の情報処
理システムのシステム構成図である。
【００１４】
　図１に示すように、情報処理システム１は、クライアント端末１０（１０－１～１０－
ｎ（ｎは正の整数））と、プロキシサーバ２０と、ウェブサーバ３０（３０－１～３０－
ｍ（ｍは正の整数））と、ホストサーバ４０（４０－１～４０－ｋ（ｋは正の整数））と
、を備える。
　クライアント端末１０、プロキシサーバ２０、ウェブサーバ３０、及び、ホストサーバ
４０は、ネットワークＮＷを介して、通信（例えば、ｈｔｔｐｓ通信）を行うことができ
る。
　ネットワークＮＷは、例えば、インターネット、イントラネット、又は、それらの組合
せである。
【００１５】
　クライアント端末１０は、ユーザが使用する情報処理装置の一例である。クライアント
端末１０は、例えば、プリンタ（例えば、ラベルプリンタ、若しくは、バーコードプリン
タ）、スマートフォン、タブレット端末、又は、パーソナルコンピュータ等である。
　プロキシサーバ２０、ウェブサーバ３０、及び、ホストサーバ４０は、クライアント端
末１０から送信されたリクエストに基づいて、所定の処理を実行する情報処理装置の一例
である。
【００１６】
　（２）クライアント端末及びサーバの構成（図２～図３）
　本実施形態のクライアント端末及びサーバの構成について説明する。図２は、本実施形
態のクライアント端末及びサーバの構成を示す図である。図３は、本実施形態の記述ファ
イルの概略図である。
【００１７】
　図２に示すように、クライアント端末１０は、記憶装置１１と、ＣＰＵ（Central Proc
essing Unit）１２と、入力部１３と、表示部１４と、通信インタフェース１５とを備え
る。
【００１８】
　記憶装置１１は、情報処理に必要なプログラム及びデータを記憶するように構成される
。記憶装置１１は、例えば、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memo
ry）、及び、ストレージ（例えば、フラッシュメモリ又はハードディスク）の組合せであ
る。
　情報処理に必要なプログラムは、例えば、ＯＳ（Operating System）のプログラム、情
報処理を実行するアプリケーション（例えば、ブラウザ）のプログラム等である。
　情報処理に必要なデータは、例えば、情報処理を実行することによって得られるデータ
（つまり、情報処理の実行結果）である。
【００１９】
　ＣＰＵ１２は、記憶装置１１に記憶されたプログラムを起動することによって、アプリ
ケーションの機能を実現するように構成される。
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【００２０】
　入力部１３は、ユーザ指示を受け付けるように構成される。入力部１３は、例えば、キ
ーボード、ポインティングデバイス、タッチパネル等である。
【００２１】
　表示部１４は、ユーザに情報を提示するように構成される。表示部１４は、例えば、液
晶ディスプレイである。
【００２２】
　通信インタフェース１５は、クライアント端末１０とネットワークＮＷとの間の通信を
制御するように構成される。
【００２３】
　なお、クライアント端末１０がプリンタである場合、クライアント端末１０は、印字媒
体（例えば、台紙に仮着されたラベル）を収容する収容部と、収容部に収容された印字媒
体を搬送するプラテンローラと、プラテンローラによって搬送された印字媒体に印字を行
う印字ヘッド（例えば、サーマルヘッド）とをさらに備える。
【００２４】
　プロキシサーバ２０は、記憶装置２１と、ＣＰＵ２２と、通信インタフェース２３とを
備える。
【００２５】
　記憶装置２１は、情報処理に必要なプログラム、データ、及び、データベースを記憶す
る記憶装置である。記憶装置２１は、例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ、及び、ストレージ（例え
ば、フラッシュメモリ又はハードディスク）の組合せである。
　情報処理に必要なプログラムは、例えば、ＯＳのプログラム、プロキシサーバ２０の機
能を実現するアプリケーションのプログラム等である。
【００２６】
　ＣＰＵ２２は、記憶装置２１に記憶されたプログラムを起動することによって、プロキ
シサーバ２０の機能を実現するように構成される。
【００２７】
　通信インタフェース２３は、プロキシサーバ２０と、ネットワークＮＷとの間の通信を
制御するように構成される。
【００２８】
　ウェブサーバ３０は、記憶装置３１と、ＣＰＵ３２と、通信インタフェース３３とを備
える。
【００２９】
　記憶装置３１は、情報処理に必要なプログラム、データ、及び、データベースを記憶す
る記憶装置である。記憶装置３１は、例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ、及び、ストレージ（例え
ば、フラッシュメモリ又はハードディスク）の組合せである。
　情報処理に必要なプログラムは、例えば、ＯＳのプログラム、ウェブサーバ３０の機能
を実現するアプリケーションのプログラム等である。
【００３０】
　図３に示すように、記憶装置３１には、記述ファイルＳＦ（例えば、ＨＴＭＬ（HyperT
ext Markup Language）ファイル）も格納されている。
　記述ファイルＳＦは、クライアント端末１０の表示部１４に画面を表示させるためのＨ
ＴＭＬコードと、第１ルート（後述する）のテストアクセスをクライアント端末１０に実
行させるための命令である第１スクリプト（例えば、ＪＡＶＡスクリプト（登録商標））
と、第２ルート（後述する）のテストアクセスをクライアント端末１０に実行させるため
の命令である第２スクリプト（例えば、ＪＡＶＡスクリプト（登録商標））と、第３ルー
ト（後述する）のテストアクセスをクライアント端末１０に実行させるための命令である
第３スクリプト（例えば、ＪＡＶＡスクリプト（登録商標））とを含んでいる。
【００３１】
　図２に示すように、ＣＰＵ３２は、記憶装置３１に記憶されたプログラムを起動するこ
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とによって、ウェブサーバ３０の機能（例えば、クライアント端末１０に対する記述ファ
イルＳＦの提供）を実現するように構成される。
【００３２】
　通信インタフェース３３は、ウェブサーバ３０とネットワークＮＷとの間の通信を制御
するように構成される。
【００３３】
　ホストサーバ４０は、クライアント端末１０の一例であるプリンタのサポートサービス
を提供する。ユーザは、サポートサービスを利用することによって、プリンタの使用履歴
の閲覧、プリンタの消耗品の管理、プリンタのエラーの解決等を行うことができる。この
ようなサポートサービスを利用するためには、ユーザは、クライアント端末１０からホス
トサーバ４０へアクセスする必要がある。
【００３４】
　ホストサーバ４０は、記憶装置４１と、ＣＰＵ４２と、通信インタフェース４３とを備
える。
【００３５】
　記憶装置４１は、情報処理に必要なプログラム、データ、及び、データベースを記憶す
る記憶装置である。記憶装置４１は、例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ、及び、ストレージ（例え
ば、フラッシュメモリ又はハードディスク）の組合せである。
　情報処理に必要なプログラムは、例えば、ＯＳのプログラム、ホストサーバ４０の機能
を実現するアプリケーションのプログラム等である。
【００３６】
　ＣＰＵ４２は、記憶装置４１に記憶されたプログラムを起動することによって、ホスト
サーバ４０の機能を実現するように構成される。
【００３７】
　通信インタフェース４３は、ホストサーバ４０とネットワークＮＷとの間の通信を制御
するように構成される。
【００３８】
　（３）通信ルート（図４）
　本実施形態の通信ルートについて説明する。図４は、本実施形態の通信ルートの概略図
である。
【００３９】
　本実施形態では、クライアント端末１０、及び、ホストサーバ４０は、任意の通信プロ
トコル（例えば、ＴＣＰ／ＩＰ）に従って通信を行う。一例として、クライアント端末１
０は、ホストアドレスによって特定されるホストサーバ４０に対して、ＴＣＰ／ＩＰによ
って規定されるポート番号によるアクセスを実行する。
【００４０】
　図４Ａは、第１ルートを示している。
　クライアント端末１０は、ウェブサーバ３０から記述ファイルＳＦを取得する。記述フ
ァイルＳＦの第１スクリプトは、ポート番号Ｐ１によるホストサーバ４０－１へのテスト
アクセスと、ポート番号Ｐ１によるホストサーバ４０－２へのテストアクセスと、ポート
番号Ｐ２によるホストサーバ４０－３へのテストアクセスとを、クライアント端末１０に
実行させるための命令である。
【００４１】
　図４Ｂは、第２ルートを示している。
　クライアント端末１０は、ウェブサーバ３０から記述ファイルＳＦを取得する。記述フ
ァイルＳＦの第２スクリプトには、ポート番号Ｐ１による、プロキシサーバ２０を経由す
るホストサーバ４０－１へのテストアクセスと、ポート番号Ｐ１による、プロキシサーバ
２０を経由するホストサーバ４０－２へのテストアクセスと、ポート番号Ｐ２による、プ
ロキシサーバ２０を経由しないホストサーバ４０－３へのテストアクセスとを、クライア
ント端末１０に実行させるための命令である。
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【００４２】
　図４Ｃは、第３ルートを示している。
　クライアント端末１０は、ウェブサーバ３０から記述ファイルＳＦを取得する。記述フ
ァイルＳＦの第３スクリプトは、ユーザが指定したポート番号Ｐ３による、ユーザが指定
したホストサーバ４０－４へのテストアクセスと、ユーザが指定したポート番号Ｐ３によ
る、ユーザが指定したホストサーバ４０－５へのテストアクセスと、ユーザが指定したポ
ート番号Ｐ４による、ユーザが指定したホストサーバ４０－６へのテストアクセスとを、
クライアント端末１０に実行させるための命令である。
【００４３】
　（４）情報処理において表示される画面（図５～図８）
　本実施形態の情報処理において表示される画面について説明する。図５～図８は、本実
施形態の情報処理において表示される画面例を示す図である。
　図５～図８の画面は、クライアント端末１０の表示部１４に表示される。各画面では、
ユーザは、入力部１３を用いてユーザ指示（入力フィールドへの入力、及び、ボタンの指
定）を与えることができる。与えられたユーザ指示は、クライアント端末１０からサーバ
（プロキシサーバ２０、ウェブサーバ３０、又は、ホストサーバ４０）に送信されるリク
エストに含まれる。
【００４４】
　ユーザが、入力部１３を用いて、所定のＵＲＬ（Uniform Resource Locator）を指定す
ると、クライアント端末１０は、画面Ｐ１００（図５）を表示する。画面Ｐ１００は、ト
ップ画面である。
【００４５】
　図５に示すように、画面Ｐ１００は、ボタンＢ１００ａ及びＢ１００ｂを含む。
　ユーザが、入力部１３を用いて、「ログイン」ボタンＢ１００ａを指定すると、クライ
アント端末１０は、ホストサーバ４０が提供するサポートサービスへのログインに必要な
ログインＩＤ及びパスワードを入力するための画面を表示する。
　ユーザが、入力部１３を用いて、「ポート確認」ボタンＢ１００ｂを指定すると、クラ
イアント端末１０は、画面Ｐ１０１を表示する。画面Ｐ１０１は、ルート選択画面である
。
【００４６】
　画面Ｐ１０１は、入力フィールドＦ１０１ａ～Ｆ１０１ｂと、ボタンＢ１０１ａ～Ｂ１
０１ｅとを含む。
　ユーザが、入力部１３を用いて、「ルート１」ボタンＢ１０１ａを指定すると、クライ
アント端末１０は、第１ルート（図４Ａ）のテストアクセスを実行する。テストアクセス
の実行後、クライアント端末１０は、画面Ｐ１０２を表示する。画面Ｐ１０２は、第１ル
ート（図４Ａ）の確認結果画面である。
【００４７】
　画面Ｐ１０２は、領域Ａ１０２ａ及びＡ１０２ｂを含む。
　領域Ａ１０２ａには、第１スクリプトによって特定されたポート番号と、各ポート番号
の確認結果とが表示される。確認結果は、第１スクリプトによって特定されたポート番号
により、第１スクリプトによって特定されたホストアドレスに対応するホストサーバ４０
に対するテストアクセスの可否を示している。
　領域Ａ１０２ｂには、確認結果に基づくメッセージが表示される。
【００４８】
　ユーザが、入力部１３を用いて、「ルート２」ボタンＢ１０１ｂを指定すると、クライ
アント端末１０は、第２ルート（図４Ｂ）のテストアクセスを実行する。その後、クライ
アント端末１０は、画面Ｐ１１０（図６）を表示する。画面Ｐ１１０は、第２ルート（図
４Ｂ）の確認結果画面である。
【００４９】
　図６に示すように、画面Ｐ１１０は、領域Ａ１１０ａ及びＡ１１０ｂを含む。
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　領域Ａ１１０ａには、第２スクリプトによって特定されたポート番号と、各ポート番号
の確認結果と、確認結果が「ＮＧ」の場合の原因とが表示される。確認結果は、第２スク
リプトによって特定されたポート番号により、第２スクリプトによって特定されたホスト
アドレスに対応するホストサーバ４０に対するテストアクセスの可否を示している。
　領域Ａ１１０ｂには、確認結果に基づくメッセージが表示される。
【００５０】
　ユーザが、入力部１３を用いて、「追加」ボタンＢ１０１ｅを指定すると、入力フィー
ルドＦ１０１ａ及びＦ１０１ｂの入力行（ポート番号欄及びホストアドレス欄の組合せ）
が増える。
　ユーザが、入力部１３を用いて、「ルート３」ボタンＢ１０１ｃを指定すると、クライ
アント端末１０は、入力フィールドＦ１０１ａ及びＦ１０１ｂに入力された情報に基づい
て、第３ルート（図４Ｃ）のテストアクセスを実行する。テストアクセスの実行後、クラ
イアント端末１０は、画面Ｐ１２０を表示する。画面Ｐ１２０は、第３ルートの確認結果
画面である。
【００５１】
　画面Ｐ１２０は、領域Ａ１２０ａ及びＡ１２０ｂを含む。
　領域Ａ１２０ａには、ユーザによって指定されたポート番号と、ユーザによって指定さ
れたホストアドレスと、ポート番号及びホストアドレスの組合せ毎の確認結果とが表示さ
れる。確認結果は、ユーザによって指定されたポート番号により、ユーザによって指定さ
れたホストアドレスに対応するホストサーバ４０に対するテストアクセスの可否を示して
いる。
　領域Ａ１２０ｂには、確認結果に基づくメッセージが表示される。
【００５２】
　ユーザが、入力部１３を用いて、「一括確認」ボタンＢ１０１ｄ（図５）を指定すると
、クライアント端末１０は、第１ルート（図４Ａ）及び第２ルート（図４Ｂ）の両方のル
ートのテストアクセスを実行する。テストアクセスの実行後、クライアント端末１０は、
画面Ｐ１３０（図８）を表示する。画面Ｐ１３０は、第１ルート（図４Ａ）及び第２ルー
ト（図４Ｂ）を一括で確認した場合の確認結果画面である。
【００５３】
　図８に示すように、画面Ｐ１３０は、領域Ａ１３０ａ～Ａ１３０ｃを含む。
　領域Ａ１３０ａは、領域Ａ１０２ａ（図５）と同様に、第１スクリプトによって特定さ
れたポート番号と、各ポート番号の確認結果とが表示される。
　領域Ａ１３０ｂには、領域Ａ１１０ａと同様に、第２スクリプトによって特定されたポ
ート番号と、各ポート番号の確認結果と、確認結果が「ＮＧ」の場合の原因とが表示され
る。
　領域Ａ１３０ｃには、領域Ａ１０２ｂ（図５）及び領域Ａ１１０ｂ（図６）と同様に、
確認結果に基づくメッセージが表示される。
【００５４】
　（５）情報処理（図９～図１２）
　本実施形態の情報処理について説明する。以下の情報処理は、図２のＣＰＵ１２、２２
、３２、及び、４２が、それぞれ、記憶装置１１、２１、３１、及び、４１に記憶された
アプリケーションのプログラムを実行することによって実現される。
【００５５】
　（５－１）確認処理（図９）
　本実施形態の確認処理について説明する。図９は、本実施形態の確認処理のシーケンス
図である。
【００５６】
　クライアント端末１０は、トップ画面の表示（Ｓ１００）を実行する。
　具体的には、ユーザが、入力部１３を用いて、所定のＵＲＬを指定すると、ＣＰＵ１２
は、ウェブサーバ３０と通信することによって、画面Ｐ１００（図５）を表示部１４に表
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示する。
【００５７】
　クライアント端末１０は、記述ファイルのリクエスト（Ｓ１０１）を実行する。
　具体的には、ユーザが、入力部１３を用いて、「ポート確認」ボタンＢ１００ｂを指定
すると、ＣＰＵ１２は、記述ファイルの送信を要求するためのリクエストＲＥＱ１０１を
ウェブサーバ３０に送信する。
【００５８】
　ウェブサーバ３０は、記述ファイルの送信（Ｓ３００）を実行する。
　具体的には、ＣＰＵ３２は、クライアント端末１０に、リクエストＲＥＱ１０１に対応
するレスポンスＲＥＳ１０１を送信する。レスポンスＲＥＳ１０１は、記述ファイルＳＦ
を含んでいる。
【００５９】
　クライアント端末１０は、ルート選択画面の表示（Ｓ１０２）を実行する。
　具体的には、ＣＰＵ１２は、レスポンスＲＥＳ１０１に含まれる記述ファイルＳＦのＨ
ＴＭＬコードに基づいて、画面Ｐ１０１（図５）を表示部１４に表示する。
【００６０】
　クライアント端末１０は、選択ルートの受付（Ｓ１０３）を実行する。
　具体的には、ユーザが、入力部１３を用いて、「ルート１」ボタンＢ１０１ａ（図５）
を指定すると、ＣＰＵ１２は、第１ルート（図４Ａ）を選択ルートとして受け付ける。こ
の場合（Ｓ１０４－Ａ）、第１ルートの確認（図１０）に進む。
　ユーザが、入力部１３を用いて、「ルート２」ボタンＢ１０１ｂ（図５）を指定すると
、ＣＰＵ１２は、第２ルート（図４Ｂ）を選択ルートとして受け付ける。この場合（Ｓ１
０４－Ｂ）、第２ルートの確認（図１１）に進む。
　ユーザが、入力部１３を用いて、入力フィールドＦ１０１ａ～Ｆ１０１ｂ（図５）に情
報を入力し、かつ、「ルート３」ボタンＢ１０１ｃ（図５）を指定すると、ＣＰＵ１２は
、第３ルート（図４Ｃ）を選択ルートとして受け付ける。この場合（Ｓ１０４－Ｃ）、第
３ルートの確認（図１２）に進む。
【００６１】
　（５－２）第１ルートの確認（図１０）
　本実施形態の第１ルートの確認について説明する。図１０は、本実施形態の第１ルート
の確認のシーケンス図である。
【００６２】
　クライアント端末１０は、テストアクセス（Ｓ１１０）を実行する。
　具体的には、ＣＰＵ１２は、記述ファイルＳＦの第１スクリプトによって特定されたホ
ストサーバ４０－１に対して、第１スクリプトによって特定されたポート番号によるテス
トアクセスのリクエストＲＥＱ１１０を送信する。
　ＣＰＵ１２は、第１スクリプトによって特定されたホストサーバ４０－２に対して、第
１スクリプトによって特定されたポート番号によるテストアクセスのリクエストＲＥＱ１
１０を送信する。
　ＣＰＵ１２は、第１スクリプトによって特定されたホストサーバ４０－３に対して、第
１スクリプトによって特定されたポート番号によるテストアクセスのリクエストＲＥＱ１
１０を送信する。
【００６３】
　ホストサーバ４０－１～４０－３は、それぞれ、テストレスポンス（Ｓ４１０）を実行
する。
　具体的には、各ホストサーバ４０のＣＰＵ４２は、リクエストＲＥＱ１１０を受信でき
た場合、リクエストＲＥＱ１１０に対応するレスポンスＲＥＳ１１０をクライアント端末
１０に送信する。
　一方、各ホストサーバ４０のＣＰＵ４２は、リクエストＲＥＱ１１０を受信できなかっ
た場合、レスポンスＲＥＳ１１０は送信しない。



(10) JP 6803374 B2 2020.12.23

10

20

30

40

50

【００６４】
　クライアント端末１０は、確認結果の判定（Ｓ１１１）を実行する。
　具体的には、ＣＰＵ１２は、Ｓ１１０においてリクエストＲＥＱ１１０を送信してから
所定時間以内にレスポンスＲＥＳ１１０を受信した場合、当該リクエストＲＥＱ１１０の
送信先であるホストサーバ４０へのテストアクセスに成功したと判定する。
　一方、ＣＰＵ１２は、Ｓ１１０においてリクエストＲＥＱ１１０を送信してから所定時
間以内にレスポンスＲＥＳ１１０を受信できなかった場合、当該リクエストＲＥＱ１１０
の送信先であるホストサーバ４０へのテストアクセスに失敗したと判定する。
　また、ＣＰＵ１２は、ホストサーバ４０からエラーを示すレスポンスＲＥＳ１１０を受
信した場合、当該リクエストＲＥＱ１１０の送信先であるホストサーバ４０へのテストア
クセスに失敗したと判定する。
【００６５】
　クライアント端末１０は、確認結果画面の表示（Ｓ１１２）を実行する。
　具体的には、ＣＰＵ１２は、Ｓ１１１の判定結果に基づく画面（例えば、図５のＰ１０
２）を表示部１４に表示する。
【００６６】
　（５－３）第２ルートの確認（図１１）
　本実施形態の第２ルートの確認について説明する。図１１は、本実施形態の第２ルート
の確認のシーケンス図である。
【００６７】
　クライアント端末１０は、テストアクセス（Ｓ１２０）を実行する。
　具体的には、ＣＰＵ１２は、ブラウザに設定されたプロキシサーバ２０に対して、記述
ファイルＳＦの第２スクリプトによって特定されたポート番号により、第２スクリプトに
よって特定されたホストサーバ４０－１～４０－２に対するテストアクセスのリクエスト
ＲＥＱ１２０ｂを送信する。
　ＣＰＵ１２は、第２スクリプトによって特定されたホストサーバ４０－３に対して、第
２スクリプトによって特定されたポート番号によるテストアクセスのリクエストＲＥＱ１
２０ｂを送信する。
【００６８】
　プロキシサーバ２０は、代行テストアクセス（Ｓ２２０）を実行する。
　具体的には、ＣＰＵ２２は、Ｓ１２０において送信されたリクエストＲＥＱ１２０ａを
、第２スクリプトによって特定されたホストサーバ４０－１～４０－２に送信する。
【００６９】
　ホストサーバ４０－１～４０－３は、それぞれ、テストレスポンス（Ｓ４２０）を実行
する。
　具体的には、各ホストサーバ４０のＣＰＵ４２は、リクエストＲＥＱ１２０ｂを受信で
きた場合、リクエストＲＥＱ１２０ｂに対応するレスポンスＲＥＳ１２０ｂをクライアン
ト端末１０に送信する。
　ＣＰＵ４２は、リクエストＲＥＱ１２０ａを受信できた場合、リクエストＲＥＱ１２０
ａに対応するレスポンスＲＥＳ１２０ａをプロキシサーバ２０に送信する。
　一方、ＣＰＵ４２は、リクエストＲＥＱ１２０ａ又はＲＥＱ１２０ｂを受信できなかっ
た場合、レスポンスＲＥＳ１２０ａ又はＲＥＳ１２０ｂは送信しない。
【００７０】
　プロキシサーバ２０は、代行テストレスポンス（Ｓ２２１）を実行する。
　具体的には、ＣＰＵ２２は、レスポンスＲＥＳ１２０ａを受信できた場合、リクエスト
ＲＥＱ１２０ａを送信したクライアント端末１０にレスポンスＲＥＳ１２０ａを送信する
。
　一方、ＣＰＵ２２は、リクエストＲＥＱ１２０ａを受信できなかった場合、レスポンス
ＲＥＳ１２０ａは送信しない。
【００７１】
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　クライアント端末１０は、確認結果の判定（Ｓ１２１）を実行する。
　具体的には、ＣＰＵ１２は、Ｓ１２０においてリクエストＲＥＱ１２０ａ又はＲＥＱ１
２０ｂを送信してから所定時間以内にレスポンスＲＥＳ１２０ａ又はＲＥＳ１２０ｂを受
信した場合、当該リクエストＲＥＱ１２０ａ又はＲＥＱ１２０ｂの送信先であるホストサ
ーバ４０へのテストアクセスに成功したと判定する。
　一方、ＣＰＵ１２は、Ｓ１２０においてリクエストＲＥＱ１２０ａ又はＲＥＱ１２０ｂ
を送信してから所定時間以内にレスポンスＲＥＳ１２０ａ又はＲＥＳ１２０ｂを受信でき
なかった場合、当該リクエストＲＥＱ１２０ａ又はＲＥＱ１２０ｂの送信先であるホスト
サーバ４０へのテストアクセスに失敗したと判定する。
　また、ＣＰＵ１２は、プロキシサーバ２０又はホストサーバ４０の少なくとも一方から
エラーを示すレスポンスＲＥＳ１２０ａ又はＲＥＳ１２０ｂを受信した場合、当該リクエ
ストＲＥＱ１２０ａ又は１２０ｂの送信先であるホストサーバ４０へのテストアクセスに
失敗したと判定する。
【００７２】
　クライアント端末１０は、確認結果画面の表示（Ｓ１２２）を実行する。
　具体的には、ＣＰＵ１２は、Ｓ１２１の判定結果に基づく画面（例えば、図６のＰ１１
０）を表示部１４に表示する。
【００７３】
　（５－４）第３ルートの確認（図１２）
　本実施形態の第３ルートの確認について説明する。図１２は、本実施形態の第３ルート
の確認のシーケンス図である。
【００７４】
　クライアント端末１０は、テストアクセス（Ｓ１３０）を実行する。
　具体的には、ユーザが、入力部１３を用いて、入力フィールドＦ１０１ａ及びＦ１０１
ｂに情報を入力し、かつ、「ルート３」ボタンＢ１０１ｃを指定すると、ＣＰＵ１２は、
入力フィールドＦ１０１ｂに入力されたホストサーバ４０－４（ホストアドレス「host4.
com」）に対して、入力フィールドＦ１０１ａに入力されたポート番号「123」によるテス
トアクセスのリクエストＲＥＱ１３０を送信する。
　また、ＣＰＵ１２は、入力フィールドＦ１０１ｂに入力されたホストサーバ４０－５（
ホストアドレス「host5.com」）に対して、入力フィールドＦ１０１ａに入力されたポー
ト番号「123」によるテストアクセスのリクエストＲＥＱ１３０を送信する。
　また、ＣＰＵ１２は、入力フィールドＦ１０１ｂに入力されたホストサーバ４０－６（
ホストアドレス「host6.com」）に対して、入力フィールドＦ１０１ａに入力されたポー
ト番号「9876」によるテストアクセスのリクエストＲＥＱ１３０を送信する。
【００７５】
　ホストサーバ４０－４～４０－６は、それぞれ、テストレスポンス（Ｓ４３０）を実行
する。
　具体的には、各ホストサーバ４０のＣＰＵ４２は、リクエストＲＥＱ１３０を受信でき
た場合、リクエストＲＥＱ１３０に対応するレスポンスＲＥＳ１３０をクライアント端末
１０に送信する。
　一方、ＣＰＵ４２は、リクエストＲＥＱ１３０を受信できなかった場合、レスポンスＲ
ＥＳ１３０は送信しない。
【００７６】
　クライアント端末１０は、確認結果の判定（Ｓ１３１）を実行する。
　具体的には、ＣＰＵ１２は、Ｓ１３０においてリクエストＲＥＱ１３０を送信してから
所定時間以内にレスポンスＲＥＳ１３０を受信した場合、当該リクエストＲＥＱ１３０の
送信先であるホストサーバ４０へのテストアクセスに成功したと判定する。
　一方、ＣＰＵ１２は、Ｓ１３０においてリクエストＲＥＱ１３０を送信してから所定時
間以内にレスポンスＲＥＳ１３０を受信できなかった場合、当該リクエストＲＥＱ１３０
の送信先であるホストサーバ４０へのテストアクセスに失敗したと判定する。
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　また、ＣＰＵ１２は、ホストサーバ４０からエラーを示すレスポンスＲＥＳ１３０を受
信した場合、当該リクエストＲＥＱ１３０の送信先であるホストサーバ４０へのテストア
クセスに失敗したと判定する。
【００７７】
　クライアント端末１０は、確認結果画面の表示（Ｓ１３２）を実行する。
　具体的には、ＣＰＵ１２は、Ｓ１３１の判定結果に基づく画面（例えば、図７のＰ１２
０）を表示部１４に表示する。
【００７８】
　（６）小括
　本実施形態について小括する。
【００７９】
　上記のとおり、ウェブサーバ３０は、クライアント端末１０からリクエストを受付可能
である。ウェブサーバ３０は、所定のポート番号Ｐ１及びＰ２による所定のホストサーバ
４０－１～４０－３へのアクセスの可否を確認する確認処理をクライアント端末１０に実
行させるためのスクリプトを含む記述ファイルＳＦを記憶する記憶装置３１（記憶部の一
例）と、リクエストＲＥＱ１０１に基づいて、記憶装置３１に記憶された記述ファイルＳ
Ｆをクライアント端末１０に送信する手段（例えば、Ｓ３００の処理を実行するＣＰＵ３
２）と、を備える。
【００８０】
　クライアント端末１０は、ウェブサーバ３０にアクセス可能である。クライアント端末
１０は、記述ファイルＳＦをウェブサーバ３０から取得する手段（例えば、Ｓ１０１の処
理を実行するＣＰＵ１２）と、記述ファイルＳＦに基づいて、確認処理を実行する手段（
例えば、Ｓ１１０～Ｓ１１１の処理、Ｓ１２０～Ｓ１２１の処理、又は、Ｓ１３０～Ｓ１
３１の処理を実行するＣＰＵ１２）と、確認処理の結果を表示する表示部１４と、を備え
る。
【００８１】
　これにより、クライアント端末１０から所定のホストサーバ４０へのアクセスの可否の
確認を容易化することができる。
【００８２】
　また、クライアント端末１０から任意のホストサーバ４０へのアクセスの可否の確認を
容易化することができる。
【００８３】
　また、クライアント端末１０は、ウェブサーバ３０が提供する記述ファイルＳＦに従っ
て、アクセスの可否を確認する。つまり、アクセスの可否を確認したクライアント端末１
０は、記述ファイルＳＦを取得可能である。換言すると、アクセスの可否を確認したクラ
イアント端末１０は、ウェブサーバ３０にアクセス可能である。これにより、クライアン
ト端末１０がウェブサーバ３０にアクセス可能か否か（つまり、ユーザのインターネット
環境）を容易に把握することができる。
【００８４】
　（７）その他の変形例
　上記実施形態では、クライアント端末１０にインストールされたウェブブラウザがｈｔ
ｔｐｓ通信を行うことによって情報処理が実現される例について説明したが、本実施形態
はこれに限られるものではない。
　例えば、上記実施形態の情報処理は、クライアント端末１０にインストールされた専用
アプリケーション（ブラウザ以外のアプリケーション）がｈｔｔｐｓ通信を行うことによ
っても実現可能である。
　また、上記実施形態の通信方式は、ｈｔｔｐｓ通信に限られるものではない。
【００８５】
　上記実施形態において、クライアント端末１０及びプロキシサーバ２０がイントラネッ
トに接続され、かつ、ウェブサーバ３０及びホストサーバ４０がインターネットに接続さ
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　さらに、この場合、イントラネットにファイアウォールが設けられていてもよい。
　さらに、イントラネットにファイアウォールが設けられている場合、クライアント端末
１０は、テストアクセスに失敗の要因がファイアウォール又はホストサーバ４０の何れに
あるかを判定してもよい。
【００８６】
　上記実施形態の通信ルートは、第４ルートをさらに含んでもよい。第４ルートは、ユー
ザが指定したポート番号Ｐ３による、ユーザが指定したホストサーバ４０－４へのプロキ
シサーバ２０を経由するテストアクセスと、ユーザが指定したポート番号Ｐ３による、ユ
ーザが指定したホストサーバ４０－５へのプロキシサーバ２０へのテストアクセスと、ユ
ーザが指定したポート番号Ｐ４による、ユーザが指定したホストサーバ４０－６へのプロ
キシサーバ２０を経由しないテストアクセスとを含む。
【００８７】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の範囲は上記実施形態に限
定されない。また、上記実施形態は、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改
良や変更が可能である。また、上記実施形態及び変形例は、組合せ可能である。
【符号の説明】
【００８８】
１　　　　　　　：情報処理システム
１０　　　　　　：クライアント端末
１１　　　　　　：記憶装置
１２　　　　　　：ＣＰＵ
１３　　　　　　：入力部
１４　　　　　　：表示部
１５　　　　　　：通信インタフェース
２０　　　　　　：プロキシサーバ
２１　　　　　　：記憶装置
２２　　　　　　：ＣＰＵ
２３　　　　　　：通信インタフェース
３０　　　　　　：ウェブサーバ
３１　　　　　　：記憶装置
３２　　　　　　：ＣＰＵ
３３　　　　　　：通信インタフェース
４０（４０－１～４０－６）：ホストサーバ
４１　　　　　　：記憶装置
４２　　　　　　：ＣＰＵ
４３　　　　　　：通信インタフェース
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